
 

議案第３８号  

 

 

 

川越市公民館使用条例施行規則 の一部

を改正する規則について  

 

 

 

 

 

 

 

（中央公民館）  
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   川越市公民館使用条例施行規則の一部を改正する規則を定めること

について 

 

１ 制定改廃の必要性（趣旨又は目的） 

  川越市公共施設予約システムの更新及び事務の見直しに伴い、川越市

公民館使用条例施行規則の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 制定改廃の概要 

  規定の整理をしようとするものです。 

 

３ 効果 

  適正な事務の執行を図ることができます。 

 

４ 施行日について 

  この規則は、令和８年１月５日から施行しようとするものです。 

  ただし、改正後の川越市公民館使用条例施行規則の規定は、令和８年

４月１日以降の川越市公民館の使用に係る申込について適用し、同日前

の川越市公民館の使用に係る申込については、なお従前の例によるもの

とします。 
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議案第３８号参考資料 

川越市公民館使用条例施行規則の一部を改正する規則 

 川越市公民館使用条例施行規則（昭和３９年教育委員会規則第３５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条の見出しを「（使用の許可の申込）」に改め、同条第１項中「公

民館を使用しようとする」を「公民館の使用の許可（以下「使用許可」と

いう。）を受けようとする」に、「公民館使用申込書」を「公民館使用許

可申込書」に改める。 

第３条中第２項を削り、同条第３項中「前項の」を削り、同項を同条第

２項とし、同条第４項中「使用の許可」を「使用許可」に改め、同項を同

条第３項とする。 

第５条第３項中「公民館使用ならびに使用料裁定報告書（様式第２号）

により」を削る。 

様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号の２を削る。 

様式第２号を削る。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ 改正後の川越市公民館使用条例施行規則の規定は、令和８年４月１日 

以降の川越市公民館の使用に係る申込について適用し、同日前の川越市 

公民館の使用に係る申込については、なお従前の例による。 
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議案第３８号参考資料 

   川越市公民館使用条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照 

 

改     正     案 現           行 

（使用の許可の申込） 

第３条 条例第２条の規定により公民館の使用の許可（以下「使用許

可」という。）を受けようとする者は、公民館使用許可申込書（様

式第１号）を提出しなければならない。ただし、緊急止むを得ない

場合は、口頭の申し出でによりあらかじめ許可を得た後、申込書を

提出するものとする。 

（使用申込及び許可） 

第３条 条例第２条の規定により公民館を使用しようとする     

               者は、公民館使用申込書  （様

式第１号）を提出しなければならない。ただし、緊急止むを得ない

場合は、口頭の申し出でによりあらかじめ許可を得た後、申込書を

提出するものとする。 

                                

                               

                             

２ 前項の規定により公民館使用申込書を受理したときは、管理者は

、その使用目的及び内容を検討し適当と認めるものには、公民館使

用許可書兼領収書（様式第１号の２）を交付するものとする。 

２ 管理者は、   使用許可に際し、管理上必要な条件を付するこ

とができる。 

３ 管理者は、前項の使用許可に際し、管理上必要な条件を付するこ

とができる。 

３ 申込者が使用許可 を受けた後、使用を取消しまたは使用期日の

変更をしたい場合には、遅滞なく管理者に届出なければならない。 

４ 申込者が使用の許可を受けた後、使用を取消しまたは使用期日の

変更をしたい場合には、遅滞なく管理者に届出なければならない。 

第５条 １及び２ 略 第５条 １及び２ 略 

３ 第１項により処理した事項に関しては、毎月末日をもつて     

                        管理者に報告

するものとする。 

３ 第１項により処理した事項に関しては、毎月末日をもつて公民館

使用ならびに使用料裁定報告書（様式第２号）により管理者に報告

するものとする。 
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様式第１号の２（第３条関係） 削除 
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様式第２号（第５条関係） 削除 

 

  

  

  

  

  

 



 

議案第３９号  

 

 

 

川越市学校施設使用規則の一部を改正

する規則ついて  

 

 

 

 

 

 

 

（中央公民館）  
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   川越市学校施設使用規則の一部を改正する規則を定めることについ

て 

 

１ 制定改廃の必要性（趣旨又は目的） 

  川越市公共施設予約システムの更新及び事務の見直しに伴い、川越市

学校施設使用規則の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 制定改廃の概要 

  規定の整理をしようとするものです。 

 

３ 効果 

  適正な事務の執行を図ることができます。 

 

４ 施行日について 

  この規則は、令和８年１月５日から施行しようとするものです。 

  ただし、改正後の学校施設使用規則の規定は、令和８年４月１日以降 

の有料学校施設の利用又は使用に係る申請及び開放学校施設の利用に係 

る申請について適用し、同日前の有料学校施設の利用又は使用に係る申 

請及び開放学校施設の利用に係る申請については、なお従前の例による 

ものとします。 
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議案第３９号参考資料 

   川越市学校施設使用規則の一部を改正する規則 

 川越市学校施設使用規則（平成１４年教育委員会規則第８号）の一部を

次のように改正する。 

第５条の見出しを「（有料学校施設の利用の許可又は使用の許可の申

請）」に改め、同条第１項中「有料学校施設利用（使用）申請書兼減額・

免除申請書」を「有料学校施設利用（使用）許可申請書」に改める。 

第６条第１項を削り、同条第２項後段を削り、同項を同条第１項とし、

同条第３項中「様式第３号」を「様式第２号」に改め、同項を同条第２項

とし、同条第４項中「前各項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項と

する。 

第８条第３項を削る。 

第１３条第１項中「様式第４号」を「様式第３号」に、「様式第５号」

を「様式第４号」に改め、同条第２項中「様式第６号」を「様式第５号」

に改め、同条第３項中「様式第７号」を「様式第６号」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 
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様式第２号を削り、様式第３号を様式第２号とし、様式第４号から様式

第７号までを１号ずつ繰り上げる。 

 

附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ 改正後の川越市学校施設使用規則の規定は、令和８年４月１日以降の 

有料学校施設の利用又は使用に係る申請及び開放学校施設の利用に係る 

申請について適用し、同日前の有料学校施設の利用又は使用に係る申請 

及び開放学校施設の利用に係る申請については、なお従前の例による。 
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議案第３９号参考資料 

   川越市学校施設使用規則の一部を改正する規則新旧対照 

 

改     正     案 現           行 

（有料学校施設の利用の許可又は使用の許可の申請） 

第５条 有料学校施設について、社会教育法第４５条第１項の規定に

よる利用の許可（以下「利用許可」という。）又は地方自治法第２

３８条の４第７項の規定による使用の許可（以下「使用許可」とい

う。）を受けようとする者は、有料学校施設利用（使用）許可申請

書       （様式第１号）を教育長に提出しなければならな

い。 

（有料学校施設の利用又は使用の申請） 

第５条 有料学校施設について、社会教育法第４５条第１項の規定に

よる利用の許可（以下「利用許可」という。）又は地方自治法第２

３８条の４第７項の規定による使用の許可（以下「使用許可」とい

う。）を受けようとする者は、有料学校施設利用（使用）申請書兼

減額・免除申請書（様式第１号）を教育長に提出しなければならな

い。 

２ 略 ２ 略 

第６条                             

                               

            

第６条 有料学校施設の利用許可は、有料学校施設利用（使用）許可

書兼領収書（様式第２号。以下「許可書兼領収書」という。）を申

請者に交付して行うものとする。 

１ 教育長は、有料学校施設の使用許可の申請があったときは、使用

許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、その使用を許可することができる。            

                               

     

 ⑴～⑶ 略  

２ 教育長は、有料学校施設の使用許可の申請があったときは、使用

許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、その使用を許可することができる。この場合において、有料

学校施設の使用許可は、許可書兼領収書を申請者に交付して行うも

のとする。 

⑴～⑶ 略 

２ 水泳プールの使用許可は、水泳プール入場券（様式第２号）を申 ３ 水泳プールの使用許可は、水泳プール入場券（様式第３号）を申
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請者に交付して行うものとする。 請者に交付して行うものとする。 

３ 教育長は、前２項の許可をするときは、有料学校施設の利用又は

使用について条件を付することができる。 

４ 教育長は、前各項の許可をするときは、有料学校施設の利用又は

使 

用について条件を付することができる。 

第８条 １及び２ 略 第８条 １及び２ 略 

３                                                                    ３ 教育長は、使用料を減額し、又は免除するときは、許可書兼領収

書に当該使用料を減額し、又は免除する旨を記載して申請者に交付

するものとする。 

第１３条 開放学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ運営

委員会を経由して、開放学校施設利用団体登録申請書（様式第３号

）により教育長の登録を受け、開放学校施設利用登録証（様式第４

号）の交付を受けなければならない。 

第１３条 開放学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ運営

委員会を経由して、開放学校施設利用団体登録申請書（様式第４号

）により教育長の登録を受け、開放学校施設利用登録証（様式第５

号）の交付を受けなければならない。 

２ 運営委員会は、前項の利用の申込みがあったときは、利用の調整

を行い、利用予定日の属する月の前々月までに開放学校施設利用許

可申請書（様式第５号）により教育長の許可を受けなければならな

い。 

２ 運営委員会は、前項の利用の申込みがあったときは、利用の調整

を行い、利用予定日の属する月の前々月までに開放学校施設利用許

可申請書（様式第６号）により教育長の許可を受けなければならな

い。 

３ 教育長は、前項の許可をする場合には、開放学校施設利用許可書

（様式第６号）を運営委員会に交付するものとする。この場合にお

いて、教育長は開放学校施設の利用について条件を付することがで

きる。 

３ 教育長は、前項の許可をする場合には、開放学校施設利用許可書

（様式第７号）を運営委員会に交付するものとする。この場合にお

いて、教育長は開放学校施設の利用について条件を付することがで

きる。 

４ 略 ４ 略 
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様式第２号（第６条、第８条関係） 削除 
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議 案 第 ４ ０ 号  

 

 

 

川 越 市 教 育 委 員 会 が 所 管 す る 行 政 手 続

等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関

す る 規 則 を 定 め る こ と に つ い て  

 

 

 

 

 

（ 教 育 総 務 課 ）  
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議案第４ ０ 号 

   川越市教育委員会が所管する 行政手続等におけ る 情報通信の技術の

利用に関する 規則を 定める こ と について  

 

１  制定改廃の必要性（ 趣旨又は目的）  

  行政手続のデジ タ ル化に対応する た めに必要な 規則を 定めよ う と する

も のです。  

 

２  制定改廃の概要 

  教育委員会の所掌事務に係る 申請、 届出そ の他の手続等に関し 、 電子

情報処理組織を 使用する 方法そ の他の情報通信の技術を 利用する 方法に

よ り 行う こ と ができ る よ う にする も のです。  

 

３  効果 

  市民の利便性の向上を 図る と と も に、 行政運営の簡素化及び効率化に

資する こ と ができ ま す。  

 

４  施行日について  

  こ の規則は、 公布の日から 施行する も のです。  
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   川越市教育委員会が所管する 行政手続等におけ る 情報通信の技術の

利用に関する 規則 

 川越市教育委員会が所管する 行政手続等に関し 、 電子情報処理組織を 使

用する 方法そ の他の情報通信の技術を 利用する 方法によ り 行う 場合におい

て は、 他の教育委員会規則に特別の定めのあ る 場合を 除く ほか、 市長等に

係る 行政手続等に おけ る 情報通信の技術の利用に関する 規則( 平成１ ７ 年

規則第７ ５ 号) の例によ る 。  

 

   附 則 

 こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  



 

議案第４１号  

 

 

 

令和８年度川越市教職員研修計 画につ

いて  

 

 

 

 

 

 

 

（教育センター）  
 



）

１
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令和８年度川越市教職員研修計画 

１ 計画策定の趣旨 

２ 川越市が目指す新たな教師の学びの姿  ◆学び続ける教職員◆  

３ 川越市教職員研修の内容に係る基本方針 

４ 令和８年度川越市教職員研修計画における各研修の策定方針 
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５ 計画の期間 

６ 対象 

７ 令和８年度に重点を置いて実施する研修 

８ 研修履歴の記録及び資質の向上に関する指導助言等（対話に基づく受講奨励） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長等 

管理職 
所属の 
対象教員 

年度当初（当初面談等） 

目標の設定 研修等に主体的に参加 

実践 

年度末（達成状況面談等） 

ふりかえり 
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９ 川越市教育委員会 教職員研修の概要 
 
⑴ 専門研修

 
⑵ 経験者研修

種別 研修名（対象校種） 研修主催者 

 
⑶ 特定研修

 
⑷ 管理職等研修 

 
⑸ 要請研修
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⑹ 川越市会計年度任用職員のための研修会 

 
⑺ 埼玉県教育委員会等研修（県立総合教育センターを含む）

 

 



コード 研修会名 重点 ステージ・指標

１０ 令和８年度川越市教職員研修一覧

【専門研修】 教職員が希望して受講する研修です。
分類 対象

授：川越市小・中学生学力向上プランに基づく「主体的・対話的で深い

学び」を実現するための授業力の向上を図る研修
Ｉ：児童生徒の情報活用能力を育むＩＣＴ活用指導力の向上を図る研修
ふ：各学校の実態に応じた「ふるさと学習」の推進を図るための研修

ステージ
１～４：第１～４ステージ

管：管理職

指標
Ａ：学校運営

Ｂ：学習指導

Ｃ：生徒指導

Ｄ：特別な配慮や支援を必要とする

生徒等への対応

社：社会に開かれた教育課程の実現を図る研修

学：学級経営充実のための指導力向上を図る研修

特：児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実を図る研修

い：いじめ、不登校等の対策を推進するための資質・能力の向上を図る研修

教：教職員の不祥事防止を徹底するための研修

令和８年度の研修内容の重点

川越市マスコット

キャラクター ときも

川越市マスコット

キャラクター ときも
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※ 研修コード経１，経４～経８の研修内容の詳細等は、各経験者研修の手引をご確認ください。

コード 研修会名

コード 研修会名 対象 校種 重点 ステージ・指標

コード 研修会名 重点 ステージ

No. 研修会名

【要請研修】 学校の要請に基づいて、指導力向上のための支援を行う研修です。

分類 対象

【管理職等研修】校⾧、教頭、主幹教諭を対象にした研修です。
分類 対象

分類

【特定研修】 本市の喫緊の教育課題の解決に向けた研修です。

分類 対象

【経験者研修】 教職員が経験段階に応じて受講する研修です。

川越市マスコット

キャラクター ときも

川越市マスコット

キャラクター ときも
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No. 研修会名

No. 研修会名

３

管

理

職

研

修

４

そ

の

他

1

 

年

次

経

験

者

研

修

2

特

定

研

修

【埼玉県教職員等研修】埼玉県教育委員会が実施する研修です。
 ※ No.33については、申込み前に教育センター担当者への連絡等が必要な場合があります。（P.60～61参照）

分類 対象

【川越市会計年度任用職員のための研修会】
分類 対象

川越市マスコット

キャラクター ときも

埼玉県マスコット

「コバトン」
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令和８年度 川越市教職員研修計画 活用方法 
教員の皆様へ 
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学校管理職の皆様へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長等 

管理職 
所属の 
対象教員 

年度当初（当初面談等） 

目標の設定 研修等に主体的に参加 

実践 

年度末（達成状況面談等） 

ふりかえり 

①～③ 

④ 
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